
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂等について（概要）

法定福利費を内訳明示した見積書の提出について

○法定福利費の確保のためには法定福利費を内訳明示した見積書の提出の更なる徹底が不可欠であり、
特に再下請負の場合の徹底が課題

○このため、下請指導ガイドラインを改訂し、法定福利費を内訳明示した見積書について、以下のとおり明
確化する

ガイドライン改訂の主な内容

○ 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、建設業における社会保険の加入について、元請企
業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするため、平成２４年１１月に施行

○ 社会保険未加入対策の取組状況を踏まえ、ガイドラインを以下のとおり改訂するとともに、 「社会保険の
加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について」（課長通知）でその取扱いについて明確化する

①法定福利費を内訳明示した見積書が、建設業法第２０条第１項に規定する見積に該当すること

②再下請負の場合でも、元請・１次下請間の場合と同様に、法定福利費を内訳明示した見積書を提
出・尊重すること

建設業法 （昭和２４年法律第１００号）（抄）
（建設工事の見積り等）

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明
らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

２・３ （略）

（平成28年7月28日より施行）



「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂等について（概要）

適切な保険への加入が確認できない作業員の扱いについて

○ 「下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない
作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としている

○ 特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定するべ
きである

○ なお、仮に特段の理由により入場を認めた場合であっても、あくまで特例的な対応であり、引き続き加入指導は行う
べきである
※上記「特段の理由」により現場入場が認められる場合は、「下請指導ガイドライン」上の扱いに限ったものであり、当然ながら
法令上の加入義務が無くなるものではない

雇用と請負の明確化について

○ 現場に入場する各作業員が就労形態に応じて入るべき保険を明確化するため、以下の方針を徹底することとする

ガイドラインの取扱いについて

①当該作業員が現場入場時点で６０歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合（雇用保険に未加入の場合はこ
れに該当しない）

②例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を
認めなければ工事の施工が困難となる場合

③当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合

（「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について」（平成28年7月28日付国土建第429号）より）

・元請企業は、作業員名簿に記載された作業員が、雇用されている労働者か、企業と請負関係にある者か疑義が
ある場合は、作成した下請企業に確認を求めるなど、適切な保険に加入していることを確認すること

・下請企業は、労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分したうえで、労働者である社員については保険
加入を適切に行うとともに、請負関係にある者については、再下請負通知書を適切に作成すること

３７



（Ａ） 労働者である社員： 雇用保険については全ての労働者、健康保険及び厚生年金保険については従業員５人未満の個人事業主
に雇用される者、その他法令上の適用除外に該当する者を除き、事業主は保険に加入させることが必要

（Ｂ） 請負関係にある者： 個人で国民健康保険、国民年金に加入

（参考） 雇用と請負の明確化について

社会保険加入に関する下請指導ガイドライン

下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者の二者
を明確に区分した上で、労働者である社員についての保険加入手続を適切に行うことが必要である。また、施工体制台帳、再下請負通知書及び
作業員名簿については、下請負人と建設労働者との関係を正しく認識した上で記載すること。事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これ
まで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっても実態が雇用労働者であれば、
偽装請負として職業安定法等の労働関係法令に抵触するおそれがある。
（中略）保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うこと。

①下請企業

下請企業は、労働者である社員と請負関係にある者を明確
に区分

（Ａ）の労働者である社員について、下請企業は、適切な保険
に加入させる

（Ｂ）の請負関係にある者について、下請企業は、請負契約を
締結し、再下請負通知書を作成

元請企業は、作業員名簿に記載された作業員が労働者であ
る社員か請負関係にある者か疑義がある場合には、下請企
業に確認を求めるなど、作業員が適切な保険に加入している
か確認する

②元請企業

社会保険加入に関する下請指導ガイドライン

事業主が社会保険料の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約
の形式であっても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として（中略）労働関係法令に抵触するおそれがある。

○労働者ではなく個人事業主である一人親方は、基本的に個人で国民年金や国民健康保険に加入するが、形式が請負契約であっても、実態が労
働者であれば労働者として社会保険に加入する必要がある （※労働者によっては、入場する現場により、働き方が異なる場合もある）

○社会保険料の支払いを免れるために、雇用関係にあった労働者と請負契約を結ぶことは関係法令に抵触するおそれ

⇒ 詳しくは、『みんなで進める一人親方の保険加入（社会保険加入にあたっての判断事例集）』を参照

■ 「一人親方」の労働者性に関する注意点

■労働者である社員と請負関係になる者を明確に区分すること


